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茂原市総合計画（後期基本計画）及び次期総合戦略策定支援業務 

仕様書 

 

１．業務名 

茂原市総合計画（後期基本計画）及び次期総合戦略策定支援業務 

 

２．業務の目的 

本業務は、「茂原市総合計画（前期基本計画）（以下、「前期基本計画」という。」）」が令和７年度

をもって計画期間が終了することを受けて、令和８年度から令和１２年度を計画期間とした「茂

原市総合計画（後期基本計画）（以下、「後期基本計画」という。）」を策定することを目的とする。 

また、令和４年度を始期とする国の新たな総合戦略である「デジタル田園都市国家構想総合戦

略」に基づき、目指すべき地域ビジョンを再構築したうえで、「次期茂原市まち・ひと・しごと創

生総合戦略（以下、「次期総合戦略」という。）」を改訂する。なお、次期総合戦略については、「茂

原市総合計画」における重点プロジェクトとして後期基本計画に位置付け、両計画を一体的に策

定するものとする。 

 

３．委託期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

４．業務の概要 

（１）市の現況把握及び構造の分析 

市及び県等の既存地域資料（各種計画書等）を収集・分析するとともに、現況基礎データを

収集・整理し、計画策定の基礎とする。 

（２）市民アンケート結果等の分析の確認及び後期基本計画への反映 

後期基本計画策定のための基礎調査として、実施された市民アンケート及び高校生アンケー

トの回答の結果を分析・検証し、後期基本計画への反映を行う。 

また、小学生の「総合的な学習の時間」や小中学生議会等における意見も取り入れ、後期基

本計画への反映も行う。 

（３）トップインタビューの実施 

市長に対してインタビューを実施して、将来に向けた課題やまちづくりの方向性などを把握

し、計画策定の基礎とする。 

（４）現行計画の進捗状況の確認 

現行計画の施策ごとに達成度を評価するために、各課に向けたシート調査を実施する。シー

トのフォームの提案や調査結果のとりまとめ等を行うとともに、計画への反映を行う。 

①前期基本計画 

 現行計画の施策、目標指標等の進捗・達成状況等を把握し、その効果や達成状況の要因、

課題等を評価・検証する。 

②茂原市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 デジタル田園都市国家構想総合戦略の具体的な取組の進捗状況やＫＰＩ（重要業績評価指

標）等の達成状況について把握し、それぞれの効果や達成状況の要因、課題等を評価・検証
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する。 

（５）主要課題の整理 

（１）から（４）までの調査結果を踏まえ、後期基本計画の策定に向けたまちづくりの課題

について、体系的に整理する。 

（６）後期基本計画・次期総合戦略案の策定 

基礎調査の結果等をもとに計画素案を策定し、事務局との打合せや茂原市総合計画審議会（以

下、「審議会」という。）等での協議・調整を踏まえて補修正する。 

なお、「次期総合戦略」については、「後期基本計画」の中の重点プロジェクトとして位置づ

ける。 

（７）茂原市人口ビジョンの検証・見直し 

  「茂原市人口ビジョン（令和３年３月改定）」の推計値と実績値の乖離等の分析・検証をした

うえで、最新の人口データに基づき、将来人口を推計する。 

  また、その将来人口や国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計等を踏まえ、茂原 

市の示す方針に基づき、茂原市が示す人口、地域社会像等の将来展望を記載した「茂原市人口 

ビジョン（令和３年３月改定）」について、必要に応じて見直しをする。 

（８）パブリック・コメントの実施支援 

後期基本計画の庁内案がほぼ確定した段階で行うパブリック・コメントに際し、実施に関す

るアドバイス、意見への対応案の作成、計画への反映などを行う。 

（９）審議会等の運営支援 

審議会（５回程度）について、運営支援（資料原案の作成）を行う。なお、原則、審議会に出

席はしないものとする。 

 

５．成果品 

（１）茂原市総合計画（後期基本計画） 本編 ２００部 

（２）茂原市総合計画（後期基本計画） 概要版 ２００部 

（３）データ一式 

 

６．その他 

（１）業務の受託者は、契約の履行にあたって業務の目的を十分に理解したうえで最高の技量を

発揮するよう努めなければならない。 

（２）受託者は、業務を履行し得るに十分な体制、人物、物的条件を整えるとともに、この仕様

書の他、茂原市との協議に基づき、誠実にこれを履行しなければならない。 

（３）本業務を進めるにあたって、個人情報及びプライバシーの保護が必要であることから、受

託者は、個人情報の保護に関する法律(平成１５年法律第５７号)及び茂原市個人情報保護法

等施行条例を順守するとともに、その他関係法令を遵守しなければならない。 

（４）この仕様書に定めるもののほか必要な事項が生じた場合は、その都度協議するものとする。 


